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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次 第34期中 第35期中 第36期中 第34期 第35期

会計期間

自　平成18年
　　１月１日
至　平成18年
　　６月30日

自　平成19年
　　１月１日
至　平成19年
　　６月30日

自　平成20年
　　１月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成18年
　　１月１日
至　平成18年
　　12月31日

自　平成19年
　　１月１日
至　平成19年
　　12月31日

売上高 (百万円) 6,453 6,769 6,828 12,798 13,634

経常利益 (百万円) 101 164 170 89 456

中間(当期)純利益又は
中間(当期)純損失(△)

(百万円) 8 40 △123 △258 96

持分法を適用した場合
の投資利益又は投資損
失(△)

(百万円) 34 △2 △5 2 48

資本金 (百万円) 2,060 2,060 2,744 2,060 2,744

発行済株式総数 (株) 10,306,82310,306,82313,906,82310,306,82313,906,823

純資産額 (百万円) 4,846 4,597 5,813 4,557 5,943

総資産額 (百万円) 14,544 14,572 14,314 13,861 14,262

１株当たり純資産額 (円) 483.84 459.09 427.03 455.05 436.56

１株当たり中間(当期)
純利益又は中間(当期)
純損失(△)

(円) 0.89 4.06 △9.11 △25.80 8.23

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

(円) 0.89 ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 33.3 31.5 40.6 32.9 41.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △190 522 951 346 373

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △134 △118 16 △163 36

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 273 △370 △154 △66 109

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(百万円) 1,561 1,762 3,063 1,729 2,249

従業員数 (名) 391 390 393 387 377

(注) １　当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等については記載しておりません。
２　売上高には消費税及び地方消費税(以下消費税等という。)は含まれておりません。
３　第34期及び第36期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、１株当たり中間(当期)純損
失が計上されているため記載しておりません。また、第35期中間会計期間及び第35期の潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益は、希薄化効果を有する潜在株式がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の従業員の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 393

(注)　従業員数は、就業人員であります。

　

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題を起因とする米国経済の低迷や

原油等の原材料価格の高騰などにより、先行き不透明感が強まる状況で推移しました。

こうした中、当社は業容の拡大と業績の確保を目指し努力した結果、売上高は6,828百万円(前年同期比

0.9％増)となりました。一方、利益面では、営業利益は202百万円(前年同期比12.9％減)、経常利益は170百

万円(前年同期比3.9％増)となりました。また、当中間会計期間は、過年度の役員退職慰労引当金の繰入、

固定資産除却損の発生により特別損失281百万円を計上した結果、中間純損失は123百万円(前年同期は中

間純利益40百万円)となりました。

主な部門別の概況は、以下のとおりであります。

〔漢字プリンタ・システム部門〕

漢字プリンタ・システム部門の売上高は4,506百万円(前年同期比2.3％減)となりました。これは、当

部門のうちサプライ品につきましては2,624百万円(前年同期比11.6％増)となりましたが、漢字プリン

タ製品が1,841百万円(前年同期比17.5％減)となったことによります。

〔広告制作プリンタ部門〕

広告制作プリンタ部門の売上高は1,111百万円(前年同期比14.0％増)となりました。これは、当部門

のうち「POPプリンタ」は売上高849百万円(前年同期比4.9％増)となったほか、「サインボード制作プ

リンタ」が売上高262百万円(前年同期比58.3％増)となったことによります。

〔バーコード・ラベルプリンタ部門〕

バーコード・ラベルプリンタ部門の売上高は46百万円(前年同期比40.8％減)となりました。

〔ネットワーク機器他部門〕

ネットワーク機器他部門の売上高は107百万円(前年同期比10.3％減)となりました。これは、当部門

のうちネットワーク機器の売上高が14百万円(前年同期比43.9％減)となったこと等によります。

〔機器賃貸等収入部門〕

機器賃貸等収入部門の売上高は1,055百万円(前年同期比7.6％増)となりました。これは、当部門のう

ち機器賃貸収入は69百万円(前年同期比2.4％減)となりましたが、技術サービス収入が986百万円(前年

同期比8.4％増)となったことによります。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期首残高に比べ814百万円

増加し、3,063百万円となりました。

当中間会計期間中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によって得られた資金は951百万円(前年同期比82.3％増)となりました。これは税引前中間

純損失110百万円等により資金を使用しましたが、たな卸資産の減少額459百万円、役員退職慰労引当金

の増加額233百万円、減価償却額180百万円等により資金が得られたことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によって得られた資金は16百万円(前年同期は118百万円の使用)となりました。これは、主

に有形固定資産の取得による支出9百万円により資金を使用しましたが、その他の収入26百万円により

資金が得られたことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によって使用した資金は154百万円(前年同期比58.4％減)となりました。これは、主に長期

借入金の純増額151百万円により資金を獲得しましたが、短期借入金の純減額304百万円等により資金

を使用したことによるものです。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当中間会計期間における部門別生産実績は、次のとおりであります。

　

部門別 金額(千円) 前年同期比(％)

漢字プリンタ・システム 73,453 24.8

広告制作プリンタ 225 159.5

ネットワーク機器及びその他 74 73.0

合計 73,753 24.9

(注) 金額は製造原価で表示しており、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 製品仕入実績

当中間会計期間における部門別製品仕入実績は、次のとおりであります。

　

部門別 金額(千円) 前年同期比(％)

漢字プリンタ・システム 2,688,288 79.7

広告制作プリンタ 804,741 115.9

バーコード・ラベルプリンタ 27,935 68.4

ネットワーク機器及びその他 76,180 123.0

合計 3,597,146 86.3

(注) 金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 受注状況

当社における製品の生産は、ソフトウェアについては主に受注生産でありますが、ハードウェアについ

ては、概ね見込生産であります。

　

部門別 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

漢字プリンタ・システム 4,153,647 82.3 225,604 27.1

広告制作プリンタ 1,144,510 115.2 95,547 283.8

バーコード・ラベルプリンタ 41,561 48.4 ― ―

ネットワーク機器及びその他 112,355 108.6 35,743 140.7

合計 5,452,075 87.6 356,895 39.6

(注) 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。
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(4) 販売実績

当中間会計期間における部門別販売実績は、次のとおりであります。

　

部門別 金額(千円) 前年同期比(％)

製品

漢字プリンタ・システム 4,506,987 97.7

広告制作プリンタ 1,111,903 114.0

バーコード・ラベルプリンタ 46,327 59.2

ネットワーク機器及びその他 107,626 89.7

小計 5,772,844 99.7

機器賃貸
等収入

機器賃貸収入 69,735 97.6

技術サービス収入 986,152 108.4

小計 1,055,887 107.6

合計 6,828,732 100.9

(注) １　販売金額は販売価格で表示し、消費税等は含まれておりません。

２　最近２中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。

　

相手先

前中間会計期間 当中間会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

大日本印刷㈱ 1,046,127 15.5 1,823,354 26.7
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３ 【対処すべき課題】

当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた課題はありませ

ん。

　

４ 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

５ 【研究開発活動】

当社は、プリンタの機能や印字品質に関する市場ニーズを積極的に収集し、漢字プリンタ・システムの高

機能化に関する研究開発(共同開発を含む)及びこれらプリンタ・システムに搭載する高品位の文字フォン

トの開発等に取り組んでおります。　

当社の研究開発体制は、当社青葉台事業所内におけるシステム開発製造部門が主体となって活動してお

り、当中間会計期間末における研究開発部門の従業員数は43名であります。

当中間会計期間における主な研究開発は、具体的には高速高精細カラー印刷のためのRIPシステム開発と

カラー印刷における濃度安定化に係る開発を行いました。

また、製品品質の向上のためのソースプログラム検証やテスト手法等の調査研究を継続的に行っており

ます。

なお、当中間会計期間における研究開発費の総額は、15百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

特記すべき事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 28,000,000

計 28,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年９月16日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 13,906,82313,906,823ジャスダック証券取引所 ―

計 13,906,82313,906,823 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおり

であります。

平成15年３月28日定時株主総会決議

中間会計期間末現在
(平成20年６月30日)

提出日の前月末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権の数（個） 254 (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 254,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 412 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成17年４月１日
至　平成24年３月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　412
資本組入額　206

同左

新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた
者(以下、新株予約権者とい
う。)は権利行使時において
も、当社の取締役または従業
員であることを要する。ただ
し、権利行使期間中に以下に
規定する一定の事由により当
社を退任、退職したために新
株予約権者としての地位を喪
失した場合、喪失後１年間に
限り新株予約権を行使するこ
とができるものとする。また、
平成17年３月31日までに以下
に規定する一定の事由により
当社を退任、退職したことに
より新株予約権者としての地
位を喪失した者は、平成17年
４月１日から１年間に限り新
株予約権を行使することがで
きるものとする。
①　任期満了または定年
②　会社都合退職
③　その他取締役会が相当と
認める事由の場合

(2) 新株予約権者の相続人によ
る新株予約権の行使は認めな
い。

 

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権の譲渡については、
当社取締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は1,000株であります。

２　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
1

分割・併合の比率
　　また、時価を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１
円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

新規発行前の１株当たりの評価

既発行株式数＋新規発行株式数
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(3) 【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　平成20年１月１日～
平成20年６月30日

― 13,906,823 ― 2,744,673 ― 2,814,671

　

(5) 【大株主の状況】

平成20年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社マースエンジニアリン
グ

東京都新宿区新宿1丁目10－7 3,600 25.88

寺田　光弘 千葉県船橋市 1,229 8.83

昭和情報機器従業員持株会
東京都港区南青山1丁目15－9　第45興和ビル
3階

527 3.79

ビジネス寺田株式会社 千葉県船橋市前貝塚1007－30 350 2.51

昭和情報機器取引先持株会
東京都港区南青山1丁目15－9　第45興和ビル　
3階

291 2.10

近藤　勇 滋賀県野洲市 270 1.94

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目7－3 264 1.89

小林　公子 神奈川県横浜市港北区 232 1.66

住商情報システム株式会社 東京都中央区晴海1丁目8－12 210 1.51

寺田企画株式会社 千葉県船橋市前貝塚1007－30 200 1.43

計 ― 7,174 51.59

(注)上記のほか、自己株式が293千株あり、その発行済株式総数に対する所有株式数の割合は2.11％であります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 293,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 13,549,000 13,549 ―

単元未満株式 普通株式 64,823 ― 1単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 13,906,823― ―

総株主の議決権 ― 13,549 ―

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が８千株(議決権の数８個)含まれ

ております。

　

② 【自己株式等】

平成20年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
昭和情報機器株式会社

東京都港区南青山１丁目
15-９　第45興和ビル

293,000― 293,000 2.11

計 ― 293,000― 293,000 2.11
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２ 【株価の推移】　

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高(円) 231 245 215 220 230 237

最低(円) 180 191 181 195 206 215

(注)最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。
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第５ 【経理の状況】

１　中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令

第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前中間会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則に

基づき、当中間会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規則に

基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30

日まで)の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受け、金融商品取引法第193条の2第1項

の規定に基づき、当中間会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)の中間財務諸表について、

新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査

法人から名称を変更しております。

　

３　中間連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

　

前中間会計期間末

(平成19年６月30日)

当中間会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 ※２ 1,883,813 3,184,660 2,370,537

受取手形
※２
　４

1,478,681 1,970,383 1,531,836

売掛金 2,993,467 2,524,381 3,094,006

たな卸資産 4,266,757 3,416,752 3,921,504

その他 104,460 108,798 97,412

貸倒引当金 △7,602 △7,641 △7,401

流動資産合計 10,719,57773.6 11,197,33578.2 11,007,89677.2

Ⅱ　固定資産

有形固定資産
※１
　２

1,350,070 9.31,341,876 9.41,312,834 9.2

無形固定資産 618,454 4.2 422,003 2.9 530,764 3.7

投資その他の資産

投資有価証券 ※２ 715,768 400,178 424,591

関係会社長期
貸付金

― 720,000 720,000

敷金 ※２ 243,551 241,175 239,815

その他 1,398,224 712,891 760,024

貸倒引当金 △473,310 △721,310 △733,310

投資その他の
資産合計

1,884,234 12.91,352,935 9.51,411,121 9.9

固定資産合計 3,852,75926.4 3,116,81521.8 3,254,72022.8

資産合計 14,572,337100.0 14,314,151100.0 14,262,617100.0
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前中間会計期間末

(平成19年６月30日)

当中間会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

支払手形 ※４ 1,307,178 1,657,266 1,343,252

買掛金 1,776,011 682,997 1,035,143

短期借入金 ※２ 2,674,000 1,535,000 1,839,000

一年内返済予定の
長期借入金

※２
　３

896,322 1,051,740 918,740

未払法人税等 43,088 22,185 25,915

賞与引当金 39,809 39,664 37,489

その他 ※６ 508,204 552,809 425,887

流動負債合計 7,244,61549.7 5,541,66338.7 5,625,42739.4

Ⅱ　固定負債

長期借入金
※２
　３

1,960,685 1,908,945 1,890,815

退職給付引当金 735,056 789,258 762,690

役員退職慰労引当金 ― 233,808 ―

その他 34,540 27,437 40,651

固定負債合計 2,730,28118.8 2,959,44920.7 2,694,15718.9

負債合計 9,974,89768.5 8,501,11259.4 8,319,58458.3
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前中間会計期間末

(平成19年６月30日)

当中間会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　　資本金 2,060,67314.2 2,744,67319.2 2,744,67319.2

　　資本剰余金

　　資本準備金 2,130,671 2,814,671 2,814,671

　　その他資本剰余金 551 551 551

資本剰余金合計 2,131,22214.6 2,815,22219.6 2,815,22219.7

　　利益剰余金

　　利益準備金 123,837 123,837 123,837

　　その他利益剰余金

　別途積立金 350,000 350,000 350,000

　繰越利益剰余金 △7,111 △75,687 48,300

利益剰余金合計 466,7253.2 398,1502.8 522,1383.7

　　自己株式 △116,382△0.8 △116,832△0.8 △116,761△0.8

株主資本合計 4,542,24031.2 5,841,21440.8 5,965,27341.8

Ⅱ　評価・換算差額等

　　その他有価証券
　　評価差額金

83,7770.5 △11,903△0.1 1,8700.0

　　繰延ヘッジ損益 △28,577△0.2 △16,273△0.1 △24,110△0.1

評価・換算差額等
合計

55,2000.3 △28,176△0.2 △22,240△0.1

純資産合計 4,597,44031.5 5,813,03840.6 5,943,03241.7

負債純資産合計 14,572,337100.0 14,314,151100.0 14,262,617100.0
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② 【中間損益計算書】

　

前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 6,769,141100.0 6,828,732100.0 13,634,320100.0

Ⅱ　売上原価 4,359,88364.4 4,379,51564.1 8,645,22963.4

　　　売上総利益 2,409,25735.6 2,449,21735.9 4,989,09136.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,177,07732.2 2,246,90632.9 4,402,03132.3

営業利益 232,1803.4 202,3113.0 587,0604.3

Ⅳ　営業外収益 ※１ 27,5040.4 36,4560.5 63,7200.5

Ⅴ　営業外費用 ※２ 95,2581.4 67,8581.0 194,0761.4

経常利益 164,4262.4 170,9082.5 456,7043.4

Ⅵ　特別利益 ― ― ― ― 28,2000.2

Ⅶ　特別損失 ※３ 82,0001.2 281,7484.1 400,8793.0

税引前中間(当期)純
利益又は税引前中間
純損失(△)

82,4261.2 △110,839△1.6 84,0250.6

法人税、住民税
及び事業税

33,268 14,945 13,825

法人税等調整額 8,487 41,7550.6 △1,796 13,1480.2 △25,882△12,057△0.1

中間(当期)純利益又
は中間純損失(△)

40,6700.6 △123,987△1.8 96,0820.7

　

EDINET提出書類

昭和情報機器株式会社(E01990)

半期報告書

19/46



③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年12月31日
残高(千円)

2,060,6732,130,671　　　5512,131,222　123,837　350,000 △47,781　426,055△116,1574,501,795

中間会計期間中の
変動額

  中間純利益    40,670　 40,670  　40,670

　自己株式の取得 　　△225 　　△225

　株主資本以外の
　項目の中間会計
　期間中の変動額
　(純額）

中間会計期間中の
変動額合計(千円)

―  ― 　　　― 　　　―        ―     　 ―   40,670   40,670　　△225   40,445

平成19年６月30日
残高(千円)

2,060,6732,130,671　　　5512,131,222　123,837　350,000  △7,111  466,725△116,3824,542,240

　

評価・換算差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日
残高(千円)

　 88,758 △33,239　 55,5184,557,313

中間会計期間中の
変動額

　
　中間純利益
　

　 40,670

　自己株式の取得 　　△225

　株主資本以外の
　項目の中間会計
　期間中の変動額
　(純額)

　△4,980　　4,662　　△318 　　△318

中間会計期間中の
変動額合計(千円)

　△4,980　　4,662　　△318　 40,126

平成19年６月30日
残高(千円)

　 83,777 △28,577   55,2004,597,440
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当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年12月31日
残高(千円)

2,744,6732,814,6715512,815,222123,837350,00048,300522,138△116,7615,965,273

中間会計期間中の
変動額

  中間純損失 △123,987△123,987 △123,987

　自己株式の取得 △70 △70

　株主資本以外の
　項目の中間会計
　期間中の変動額
　(純額）

中間会計期間中の
変動額合計(千円)

― ― ― ― ― ― △123,987△123,987△70△124,058

平成20年６月30日
残高(千円)

2,744,6732,814,6715512,815,222123,837350,000△75,687398,150△116,8325,841,214

　
評価・換算差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年12月31日
残高(千円)

1,870△24,110△22,2405,943,032

中間会計期間中の
変動額

　中間純損失　 △123,987

　自己株式の取得 △70

　株主資本以外の
　項目の中間会計
　期間中の変動額
　(純額)

△13,7737,837△5,935△5,935

中間会計期間中の
変動額合計(千円)

△13,7737,837△5,935△129,994

平成20年６月30日
残高(千円)

△11,903△16,273△28,1765,813,038
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前事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年12月31日
残高(千円)

2,060,6732,130,671　　　5512,131,222　123,837　350,000 △47,781　426,055△116,1574,501,795

事業年度中の
変動額

　新株の発行 684,000684,000 684,000 1,368,000

  当期純利益 96,08296,082 96,082

　自己株式の取得 △604 △604

　株主資本以外の
　項目の事業年度
　中の変動額
　(純額）

事業年度中の
変動額合計(千円)

684,000684,000 ― 684,000 ― ― 96,08296,082△6041,463,478

平成19年12月31日
残高(千円)

2,744,6732,814,6715512,815,222123,837350,00048,300522,138△116,7615,965,273

　

評価・換算差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日
残高(千円)

　 88,758 △33,239 　55,5184,557,313

事業年度中の
変動額

  新株の発行 1,368,000

　当期純利益 96,082

　自己株式の取得 △604

　株主資本以外の
　項目の事業年度
　中の変動額
　(純額)

△86,8889,129△77,759△77,759

事業年度中の
変動額合計(千円)

△86,8889,129△77,7591,385,718

平成19年12月31日
残高(千円)

1,870△24,110△22,2405,943,032
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】

　

前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間(当期)純利益又は
税引前中間純損失(△)

82,426 △110,839 84,025

減価償却費 170,912 180,467 368,225

賞与引当金の増減額(△減少額) 983 2,175 △1,337

退職給付引当金の増加額 25,028 28,762 59,838

役員退職慰労引当金の増加額 ― 233,808 ―

貸倒引当金の増減額(△減少額) 81,571 △373 341,370

受取利息及び配当金 △17,527 △10,149 △28,581

有価証券等売却益 ― ― △28,200

ヘッジ取引損益(△利益) ― △7,612 18,622

その他の損失 ― ― 1,154

支払利息 68,658 64,962 142,842

固定資産除売却損 41 16,788 57,724

株式交付費 ― ― 4,903

機器組込ソフトウェアの増加額 △48,385 △49,547 △121,435

売上債権の増減額(△増加額) △387,705 45,016 △464,516

たな卸資産の増減額(△増加額) △389,746 459,730 △77,848

仕入債務の増減額(△減少額) 811,541 △38,131 106,746

未払消費税等の増減額(△減少額) △24,725 ― △1,480

その他流動資産の増減額(△増加額) 15,094 ― 25,698

その他流動負債の増減額(△減少額) 191,629 ― 4,083

その他 ― 209,574 ―

　小計 579,796 1,024,633 491,837

利息及び配当金の受取額 14,948 9,700 25,373

利息の支払額 △64,167 △64,675 △135,074

法人税等の支払額 △8,460 △17,987 △9,043

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 522,117 951,669 373,092

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △100,000 ― △100,000

有形固定資産の取得による支出 △13,441 △9,739 △23,335

投資有価証券の取得による支出 △10,798 △600 △62,290

投資有価証券の売却による収入 10,605 ― 238,805

その他 △4,995 26,916 △16,199

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △118,629 16,576 36,980

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△減少額) △426,000 △304,000 △1,261,000

長期借入れによる収入 510,000 600,000 910,000

長期借入金の返済による支出 △452,832 △448,870 △900,284

株式の発行による収入 ― ― 1,363,096

自己株式の買付による支出 △225 △70 △604

配当金の支払額 △1,306 △1,182 △1,433

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △370,363 △154,123 109,774

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 33,123 814,123 519,847

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,729,690 2,249,537 1,729,690

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高
1,762,813 3,063,660 2,249,537
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

　

項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

　①満期保有目的の債券

　　　償却原価法(定額法)

　②関連会社株式

　　　移動平均法による原価法

　③その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)

(1) 有価証券

　①満期保有目的の債券

同左

　②関連会社株式

同左

　③その他有価証券

　　時価のあるもの

同左　　　

(1) 有価証券

　①満期保有目的の債券

同左

　②関連会社株式

同左

　③その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)

　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

　　時価のないもの

同左

　　時価のないもの

同左

(2) デリバティブ

　　　時価法

(2) デリバティブ

同左

(2) デリバティブ

同左

(3) たな卸資産

　①商品、製品、仕掛品

　　　個別法による原価法。一部の製品

については月次総平均法による

原価法

(3) たな卸資産

　①製品、仕掛品

同左

(3) たな卸資産

　①商品、製品、仕掛品

同左

　②貯蔵品

　　　月次総平均法による原価法

　②貯蔵品

同左

　②貯蔵品

同左

２　固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

　　定率法

　　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

　工具器具及び備品　５～６年

　（会計方針の変更）

　　当中間会計期間より、法人税法の

改正(「所得税法等の一部を改正

する法律　平成19年３月30日　法律

第６号」及び「法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19年３

月30日　政令第83号」)に伴い、平

成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産については、改正後の

法人税法に基づく方法に変更して

おります。

　　これによる損益に与える影響は軽

微であります。

(1) 有形固定資産

　　定率法

　　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

　工具器具及び備品　４～６年

　（追加情報）

　　当中間会計期間より、法人税法の

改正(「所得税法等の一部を改正

する法律　平成19年３月30日　法律

第６号」及び「法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19年３

月30日　政令第83号」)に伴い、平

成19年３月31日以前に取得した有

形固定資産については、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する方法に

よっております。

　　これによる損益に与える影響は軽

微であります。

 

　　

(1) 有形固定資産

　　定率法

　　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

　工具器具及び備品　４～６年

　（会計方針の変更）

　　当事業年度より、法人税法の改正

(「所得税法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日　法律第６

号」及び「法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19年３月30

日　政令第83号」)に伴い、平成19

年４月１日以降に取得した有形固

定資産については、改正後の法人

税法に基づく方法に変更しており

ます。

　　この変更により、減価償却費が、

12,188千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益がそれ

ぞれ12,116千円減少しておりま

す。

(2) 無形固定資産

　　定額法

　　なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法によっ

ております。

　　また、機器組込ソフトウェアにつ

いては、機器の販売見込期間(４年

以内)における見込販売台数に基

づく償却額と販売可能な残存有効

期間に基づく均等配分額を比較

し、いずれか大きい額を計上して

おります。

(2) 無形固定資産

同左

 

 

(2) 無形固定資産

同左
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

３　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討して回収不能見込額を

計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額の当中間会

計期間負担額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額の当事業年

度負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において発

生していると認められる額を計上

しております。

　なお、過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数(５年)によ

る按分額を償却しております。

　また、数理計算上の差異はそれぞ

れ発生年度の翌期から平均残存勤

務期間内の一定の年数(５年)によ

る按分額を償却することとしてお

ります。

(3) 退職給付引当金

同左

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、計上しております。

　なお、過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数(５年)によ

る按分額を償却しております。

　また、数理計算上の差異はそれぞ

れ発生年度の翌期から平均残存勤

務期間内の一定の年数(５年)によ

る按分額を償却することとしてお

ります。

(4)　　　　――――― (4) 役員退職慰労引当金

　　役員退職慰労引当金は、役員に対

する退職慰労金の支払いに備える

ため、内規に基づく中間期末要支

給額を計上しております。

　(会計方針の変更)

　　役員退職慰労金は、従来、支払時の

費用として処理しておりました

が、「租税特別措置法上の準備金

及び特別法上の引当金又は準備金

並びに役員退職慰労引当金等に関

する監査上の取扱い」(日本公認

会計士協会　監査・保証実務委員

会報告第42号　平成19年４月13日)

の公表に伴い、当中間会計期間よ

り内規に基づく期末要支給額を役

員退職慰労引当金として計上する

方法に変更することといたしまし

た。

　この変更により、当中間会計期間

発生額10,372千円は販売費及び一

般管理費に、また、過年度相当額

264,959千円は特別損失に計上し

ております。この結果、従来の方法

に比べ、営業利益及び経常利益は

それぞれ31,151千円増加し、税引

前中間純利益は233,808千円減少

しております。

(4)　　　　―――――
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項目
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

４　外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への

換算基準 

　外貨建金銭債権債務は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。

５　リース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

６　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段

　　　金利スワップ

　　ヘッジ対象

　　　借入金の金利

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

　　金利スワップは、金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、

投機的な取引は行わない方針であ

ります。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

　　ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間において、ヘッジ対象

とヘッジ手段の相場変動の累計を

比較し、両者の変動額等を基礎に

して判断しております。
 

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

７　中間キャッシュ・

フ ロ ー 計 算 書

(キャッシュ・フ

ロー計算書)におけ

る資金の範囲

　中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。
 

同左 　キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなって

おります。
 

８　その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のた

めの基本となる重要

な事項

　消費税等の会計処理方法

　　税抜方式を採用しております。

同左 同左
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表示方法の変更

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

――――― （中間貸借対照表）

　前中間会計期間末まで投資その他の資産の「その他」に含めて表

示しておりました「関係会社長期貸付金」は、資産総額の100分の５

を超えることとなったため、当中間会計期間末より区分掲記してお

ります。

　なお、前中間会計期間末の投資その他の資産の「その他」に含まれ

る「関係会社長期貸付金」は、720,000千円であります。

 

（中間キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「未払消費税等の増減額(△

減少額)」および「その他流動資産の増減額(△増加額)」並びに

「その他流動負債の増減額(△減少額)」については、当中間会計期

間から「その他」と表示しております。

　なお、当中間会計期間の「未払消費税等の増減額(△減少額)」は

20,427千円、「その他流動資産の増減額(△増加額)」は△11,800千

円、「その他流動負債の増減額(△減少額)」は200,947千円でありま

す。
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追加情報

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

　機器組込ソフトウェアにかかる原価は、前

事業年度まで、その経済的価値を販売用機器

と一体であると考え、販売用機器の製品群を

集計単位として管理していたため、機器の改

良にかかる原価とともに仕掛品に計上して

いましたが、当中間会計期間から、製品仕様

の多様化等の環境の変化に対応し、原価管理

の精度を高めたことを契機として、より実態

に則した会計処理を行うため、発生原価にか

かる作業区分の見直し及び細分化を行い、そ

れぞれ作業区分ごとに明確に区分・集計す

ることが可能となりました。これに伴い、作

業区分に応じて、機器の改良にかかる部分と

機器組込ソフトウェアにかかる部分に区分

し、前者は従来どおり仕掛品として、後者は

無形固定資産のソフトウェアまたはソフト

ウェア仮勘定に計上することとしました。

　なお、従来と同様の区分集計に直した場合

の仕掛品は613,553千円であります。

――――― 　機器組込ソフトウェアにかかる原価は、前

事業年度まで、その経済的価値を販売用機器

と一体であると考え、販売用機器の製品群を

集計単位として管理していたため、機器の改

良にかかる原価とともに仕掛品に計上して

いましたが、当事業年度から、製品仕様の多

様化等の環境の変化に対応し、原価管理の精

度を高めたことを契機として、より実態に則

した会計処理を行うため、発生原価にかかる

作業区分の見直し及び細分化を行い、それぞ

れ作業区分ごとに明確に区分・集計するこ

とが可能となりました。これに伴い、作業区

分に応じて、機器の改良にかかる部分と機器

組込ソフトウェアにかかる部分に区分し、前

者は従来どおり仕掛品として、後者は無形固

定資産のソフトウェアまたはソフトウェア

仮勘定に計上することとしました。

　なお、従来と同様の区分集計に直した場合

の仕掛品は512,414千円であります。

　ユーザーに販売した大型プリンタで使用す

るドラムについては、従来、３年で費用化を

実施してきましたが、ドラムの最近の使用状

況を勘案し、当中間会計期間より２年で費用

化を実施することに変更しました。この変更

により、売上原価が123,903千円増加し、売上

総利益、営業利益、経常利益及び税引前中間

純利益がそれぞれ同額減少しております。

――――― 　ユーザーに販売した大型プリンタで使用す

るドラムについては、従来、３年で費用化を

実施してきましたが、ドラムの最近の使用状

況を勘案し、当事業年度より２年で費用化を

実施することに変更しました。この変更によ

り、売上原価が132,249千円増加し、売上総利

益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益がそれぞれ同額減少しております。

　従来役員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額の当中間会計期間負担額を計上する

こととしておりましたが、当中間会計期間に

おいて役員報酬規程を改訂し、役員賞与の支

給を廃止することとしたため、役員賞与引当

金は当中間会計期間より計上しておりませ

ん。

――――― 　従来役員の賞与の支給に備えるため、支給

見込額の当事業年度負担額を計上すること

としておりましたが、当事業年度においてに

おいて役員報酬規程を改訂し、役員賞与の支

給を廃止することとしたため、役員賞与引当

金は当事業年度より計上しておりません。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

　
前中間会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末
(平成19年12月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

1,787,074千円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

1,872,701千円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

1,754,291千円

※２　担保に提供している資産

　　(1) 担保に提供している資産

預金 15,000千円

受取手形 25,502千円

建物 16,470千円

土地 503,207千円

投資有価証券 314,263千円

敷金 139,911千円

合計 1,014,353千円

※２　担保に提供している資産

　　(1) 担保に提供している資産

預金 15,000千円

建物 14,905千円

土地 503,207千円

投資有価証券 228,456千円

合計 761,569千円

※２　担保に提供している資産

　　(1) 担保に提供している資産

預金 15,000千円

建物 15,648千円

土地 503,207千円

投資有価証券 225,828千円

合計 759,684千円

　　(2) 上記に対応する債務

短期借入金 300,000千円

一年内返済
予定の長期
借入金

454,740千円

長期借入金 1,040,685千円

合計 1,795,425千円

　　(2) 上記に対応する債務

一年内返済
予定の長期
借入金

582,240千円

長期借入金 1,008,445千円

合計 1,590,685千円

　　(2) 上記に対応する債務

一年内返済
予定の長期
借入金

472,240千円

長期借入金 1,010,815千円

合計 1,483,055千円

 

※３　　　　――――― ※３　財務制限条項

　　　借入金のうち2,125百万円には財

務制限条項が付されており、下

記の条項に抵触した場合には、

多数貸付人の請求に基づくエー

ジェントの当社に対する通知に

より契約上の全ての債務につい

て期限の利益を失い、借入金の

元本及び利息を支払うことに

なっております。

(1) 各事業年度の決算期にお

ける貸借対照表の純資産

の金額を、平成17年12月

期または平成18年12月期

のそれぞれの貸借対照表

の純資産の金額の80％以

上に維持すること。

(2) 各事業年度の決算期にお

ける経常損益を２期連続

して損失とならないよう

にすること。

※３　　　　―――――
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　 前中間会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末
(平成19年12月31日)

※４　中間期末日満期手形の処理　

　　  当中間会計期間の末日は金融機

関の休日に当たりますが、中間

期末日満期手形は満期日に決済

されたものとして処理しており

ます。

　　　内訳は次のとおりです。

受取手形 24,209千円

支払手形 363,172千円

※４　　　　―――――

 

※４　期末日満期手形の処理

　　　当会計期間末日は金融機関の休

日に当たりますが、平成19年12

月31日満期手形は同日に決済さ

れたものとして処理しておりま

す。

　　　内訳は次のとおりです。

受取手形 74,044千円

支払手形 473,168千円

　５　偶発債務

　　　　債務保証

　　　　　リース代金支払の保証

取引先１社 14,576千円

　５　　　　―――――

 

　５　偶発債務

　　　　債務保証

　　　　　リース代金支払の保証

取引先２社 6,625千円

※６　消費税等の取扱い

　　　仮払消費税等と仮受消費税等を

相殺して、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。

※６　消費税等の取扱い

同左

※６　　　　―――――
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（中間損益計算書関係）

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 8,352千円

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 2,351千円

受取報奨金 14,165千円

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 16,028千円

受取報奨金 14,662千円

 

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 68,658千円

シンジケート
ローン手数料

25,000千円

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 64,962千円

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 142,842千円

シンジケート
ローン手数料

25,000千円

 

※３　特別損失

貸倒引当金繰入
額

82,000千円

 

※３　特別損失

固定資産除却損 16,788千円

過年度役員退職
慰労引当金繰入
額

264,959千円

 

※３　特別損失

固定資産除却損 57,298千円

固定資産売却損 426千円

貸倒引当金繰入
額

342,000千円

 

　４　減価償却実施額

有形固定資産 155,813千円

無形固定資産 165,501千円

　４　減価償却実施額

有形固定資産 165,917千円

無形固定資産 158,308千円

 

　４　減価償却実施額

有形固定資産 338,474千円

無形固定資産 298,547千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

　普通株式（株） 10,306,823 ― ― 10,306,823

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

　普通株式（株） 291,903 630 ― 292,533

（変動事由の概要）

　　普通株式の自己株式数の増加630株は、単元未満株式の買取によるものであります。

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

該当事項はありません。

　

当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

　普通株式（株） 13,906,823 ― ― 13,906,823

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

　普通株式（株） 293,643 320 ― 293,963

（変動事由の概要）

　　普通株式の自己株式数の増加320株は、単元未満株式の買取によるものであります。

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

昭和情報機器株式会社(E01990)

半期報告書

32/46



前事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

　普通株式（株） 10,306,823 3,600,000 ― 13,906,823

（変動事由の概要）

　　普通株式の増加3,600,000株は第三者割当増資によるものであります。

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

　普通株式（株） 291,903 1,740 ― 293,643

（変動事由の概要）

　　普通株式の増加1,740株は単元未満株式の買取りによるものであります。

　

３　配当に関する事項

　該当事項はありません。

　

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額とその関係

(平成19年６月30日現在)

現金及び預金勘定 1,883,813千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△121,000千円

現金及び現金同等物 1,762,813千円

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額とその関係

(平成20年６月30日現在)

現金及び預金勘定 3,184,660千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△121,000千円

現金及び現金同等物 3,063,660千円

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額とその関係

(平成19年12月31日現在)

現金及び預金勘定 2,370,537千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△121,000千円

現金及び現金同等物 2,249,537千円
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(リース取引関係)

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

（１）リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

（借手側）

（１）リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

（借手側）

（１）リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

（借手側）

１　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

工具器具
及び備品

70,62736,96133,665

合計 70,62736,96133,665

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

工具器具
及び備品

65,90647,80318,103

その他 6,0001,0005,000

合計 71,90648,80323,103

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

工具器具
及び備品

70,62744,88325,743

その他 6,000 400 5,600

合計 76,62745,28331,343

２　未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 15,562千円

１年超 18,103千円

合計 33,665千円

(注)　取得価額相当額及び未経過

リース料中間期末残高相当額

は、有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いた

め、中間財務諸表等規則第５

条の３において準用する財務

諸表等規則第８条の６第２項

の規定に基づき、支払利子込

み法により算定しておりま

す。

２　未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 16,345千円

１年超 6,757千円　

合計 23,103千円

(注)　取得価額相当額及び未経過

リース料中間期末残高相当額

は、有形固定資産及び未経過

リース料の中間期末残高等に

占める割合が低いため、中間

財務諸表等規則第５条の３に

おいて準用する財務諸表等規

則第８条の６第２項の規定に

基づき、支払利子込み法によ

り算定しております。

２　未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 16,481千円

１年超 14,862千円

合計 31,343千円

(注)　取得価額相当額及び未経過

リース料期末残高相当額は、

有形固定資産及び未経過リー

ス料の期末残高等に占める割

合が低いため、財務諸表等規

則第８条の６第２項の規定に

基づき、支払利子込み法によ

り算定しております。

３　支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 7,977千円

減価償却費
相当額

7,977千円

３　支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 8,240千円

減価償却費
相当額

8,240千円

３　支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 16,299千円

減価償却費
相当額

16,299千円

４　減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

（２）オペレーティング・リース取

引

（貸手側）

　　未経過受取リース料

１年内 12,876千円

１年超 15,022千円

合計 27,898千円

（２）オペレーティング・リース取

引

（貸手側）

　　未経過受取リース料

１年内 12,876千円

１年超 2,146千円

合計 15,022千円

（２）オペレーティング・リース取

引

（貸手側）

　　未経過受取リース料

１年内 12,876千円

１年超 8,584千円

合計 21,460千円
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（有価証券関係）

 前中間会計期間 (平成19年６月30日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(千円)

中間貸借対照表計上額
(千円)

差額
(千円)

株式 354,314 495,568 141,253

(注) 　時価が取得原価の30%以上下落した場合、著しい下落と判断し減損処理の要否を検討しております。

　

２　時価評価されていない主な有価証券

区分
中間貸借対照表計上額

(千円)

満期保有目的の債券
　割引金融債

29,972

その他有価証券
　非上場株式

205,200

関連会社株式 15,000

　

 当中間会計期間 (平成20年６月30日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(千円)

中間貸借対照表計上額
(千円)

差額
(千円)

株式 406,882 394,978 △11,903

(注) 　時価が取得原価の30%以上下落した場合、著しい下落と判断し減損処理の要否を検討しております。

　

２　時価評価されていない主な有価証券

区分
中間貸借対照表計上額

(千円)

満期保有目的の債券
　割引金融債

29,964

その他有価証券
　非上場株式

5,200

関連会社株式 15,000
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 前事業年度 (平成19年12月31日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

差額
(千円)

株式 406,281 409,434 3,153

(注) 　時価が取得原価の30%以上下落した場合、著しい下落と判断し減損処理の要否を検討しております。

　

２　時価評価されていない主な有価証券

　

区分
貸借対照表計上額

(千円)

満期保有目的の債券
　割引金融債

29,898

その他有価証券
　非上場株式

5,200

関連会社株式 15,000
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間(自 平成19年１月１日　至 平成19年６月30日)

当社のデリバティブ取引はすべてヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。

　

当中間会計期間(自 平成20年１月１日　至 平成20年６月30日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成20年６月30日現在)

種類
契約額等
(千円)

契約額等の
うち１年越
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

金利スワップ取引
受取変動・支払固定

1,100,000 600,000 △11,010 7,612

合計 1,100,000 600,000 △11,010 7,612

(注) １　時価の算定方法

金利スワップ・・・金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。

２　上記金利スワップ契約における想定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すも

のではありません。

３  ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

　

前事業年度(自 平成19年１月１日　至 平成19年12月31日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成19年12月31日現在)

種類
契約額等
(千円)

契約額等の
うち１年越
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

金利スワップ取引
受取変動・支払固定

1,100,000 1,100,000 △18,622 △18,622

合計 1,100,000 1,100,000 △18,622 △18,622

(注) １　時価の算定方法

金利スワップ・・・金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっております。

２　上記金利スワップ契約における想定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を示すも

のではありません。

３  ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。
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（ストック・オプション等関係）

　前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　　該当事項はありません。

　

　当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年6月30日）

　　該当事項はありません。

　

　前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　　該当事項はありません。

  

（持分法損益等）

前中間会計期間(自 平成19年１月１日　至 平成19年６月30日)

関連会社に対する投資の金額 ―千円

持分法を適用した場合の投資の金額 ―千円

関連会社の債務超過額のうち持分に負担させるべき金額 460,406千円

持分法を適用した場合の投資損失の金額 2,474千円

　

当中間会計期間（自 平成20年１月１日　至 平成20年６月30日）

関連会社に対する投資の金額 ―千円

持分法を適用した場合の投資の金額 ―千円

関連会社の債務超過額のうち持分に負担させるべき金額 675,303千円

持分法を適用した場合の投資損失の金額 5,561千円

　

前事業年度(自 平成19年１月１日　至 平成19年12月31日)

関連会社に対する投資の金額 ―千円

持分法を適用した場合の投資の金額 ―千円

関連会社の債務超過額のうち持分に負担させるべき金額 670,331千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 48,190千円

　

（企業結合等関係）

　前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

　　該当事項はありません。

　

　当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

　　該当事項はありません。

　

　前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　
前中間会計期間

(自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日)

当中間会計期間

(自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30日)

前事業年度

(自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 459.09円

１株当たり中間純利益 4.06円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、希薄化効果を有する潜在株式

がないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 427.03円

１株当たり中間純損失 9.11円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、１株当たり中間純損失が計上

されているため記載しておりません。

１株当たり純資産額 436.56円

１株当たり当期純利益 8.23円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、希薄化効果を有する潜在株式

がないため記載しておりません。

　

(注)　１株当たり中間(当期)純利益または中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎

前中間会計期間

(自　平成19年１月１日

　至　平成19年６月30日)

当中間会計期間

(自　平成20年１月１日

　至　平成20年６月30日)

前事業年度

(自　平成19年１月１日

　至　平成19年12月31日)

中間(当期)純利益または中間純損失(△)(千円) 40,670 △123,987 96,082

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益または中間純

損失(△)(千円)
40,670 △123,987 96,082

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,014 13,613 11,675

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

　新株予約権１種類(新株予

約権の目的となる株式の数

257,000株)

　詳細については「第４ 提

出会社の状況　１ 株式等の

状況　(２) 新株予約権等の

状況」に記載のとおりであ

ります。

　新株予約権１種類(新株予

約権の目的となる株式の数

254,000株)

　詳細については「第４ 提

出会社の状況　１ 株式等の

状況　(２) 新株予約権等の

状況」に記載のとおりであ

ります。

　新株予約権１種類(新株予

約権の目的となる株式の数

257,000株)

　詳細については「第４ 提

出会社の状況　１ 株式等の

状況　(２) 新株予約権等の

状況」に記載のとおりであ

ります。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間(自 平成19年１月１日　至 平成19年６月30日)

平成19年７月３日開催の取締役会において、株式会社マースエンジニアリングに対する第三者割当に

よる新株式発行及び同社との業務提携の締結を決議し実施しております。

１　新株式の発行要領

(１)発行新株式数 普通株式　3,600,000株

(２)発行価額 1株につき　 金  380円

(３)発行価額の総額 1,368,000,000円

(４)資本組入額 1株につき　 金　190円

(５)資本組入額の総額 684,000,000円

(６)申込期日 平成19年７月11日(水)から平成19年７月18日(水)まで

(７)払込期日 平成19年７月19日(木)

(８)割当先及び割当株式数 株式会社マースエンジニアリング　3,600,000株

(９)割当新株式の譲渡報告

　　に関する事項

当社は割当先との間において、割当新株式について発行日から２年以

内に譲渡した場合には、その旨を当社へ報告する旨の確約をしており

ます。

(10)資金の使途 新株式発行価額の総額1,368百万円(予定額)から発行諸費用の概算額

６百万円を差し引いた残額1,362百万円について、新製品開発投資資金

として762百万円、運転資金として600百万円に充当する予定でありま

す。

２　業務提携の内容

両社が有する技術力、販売力を活用し、ともに発展することを目的としております。両社間で共有可能な

各種の情報を活用することにより、両社の技術力向上や販売チャンネルの相互利用による拡販体制の整備、

販売力強化に努めるとともに、共通の販売対象製品の見直し、生販体制の合理化、効率化を図ってまいりま

す。また、業務提携を推進するための委員会等を両社に設置する予定であります。

なお、業務提携の具体的な内容及び推進方法については今後両社において協議してまいります。

３　その他の事項

上記第三者割当等増資により株式会社マースエンジニアリングは当社のその他の関係会社となっており

ます。

　

当中間会計期間（自 平成20年１月１日　至 平成20年６月30日）

該当事項はありません。

　

前事業年度（自 平成19年１月１日　至 平成19年12月31日）

該当事項はありません。
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1)有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第35期（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）平成20年３月28日関東財務局長に提出。

　

　

　

EDINET提出書類

昭和情報機器株式会社(E01990)

半期報告書

42/46



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成19年９月19日

昭和情報機器株式会社

取締役会　御中

新日本監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　内 　　田 　　満 　　雄　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　吉 　　野 　　保 　　則　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる昭和情報機器株式会社の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの第35期事業年度の中間会計期間

(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計

算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重

要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として

中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、昭和情報機器株式会社の平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

 ※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年９月16日

昭和情報機器株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士　　内 　田 　満 　雄　　㊞

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士　　吉 　野 　保 　則　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている昭和情報機器株式会社の平成20年１月１日から平成20年12月31日までの第36期事業年度の中

間会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、

中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。

この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意

見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重

要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として

中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、昭和情報機器株式会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。

　

追記情報

　中間財務諸表作成の基本となる重要事項３(４)に記載のとおり、会社は役員退職慰労金について、従来支出

時の費用処理としていたが、当中間会計期間より、内規に基づく中間期末要支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更した。
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会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

 ※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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